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（趣旨） 

第１条 この規則は、朝霞市景観条例（平成２７年朝霞市条例第２４号。以下「条例」と

いう。）及び景観法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」という。）の施行に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第１条の２ この規則において使用する用語の意義は、法及び条例において使用する用語

の例による。 

（景観計画の提案） 

第２条 法第１１条第１項及び第２項の規定による提案並びに条例第１０条第１項の規定

による協議は、景観計画提案書又は景観計画提案事前協議書（様式第１号）に次に掲げ

る書類を添付して行うものとする。 

（１） 提案に係る区域を示す図書 

（２） 景観計画の素案 

（３） 法第１１条第３項の当該区域内の土地所有者等の一覧及び同意書 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（事前協議） 

第３条 条例第１５条の協議（以下「事前協議」という。）は、事前協議書（様式第２

号）に次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に掲げる図書を添付して行うもの

とする。 

（１） 法第１６条第１項第１号から第３号までに掲げる行為 景観法施行規則（平成

１６年国土交通省令第１００号。以下「省令」という。）第１条第２項第１号及び

第６条第１項第１号に掲げる図書 

（２） 条例第１１条第２項に掲げる行為 第６条第１項第２号に掲げる図書 

２ 市長は、事前協議が終了したときは、当該事前協議の結果を事前協議結果通知書（様

式第３号）により通知するものとする。 

（行為の届出） 

第４条 法第１６条第１項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書

（様式第４号）により行うものとする。 

２ 法第１６条第２項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書

（様式第５号）に、前条第１項に掲げる図書のうち変更に係る図書及び第６条第１項に

規定する図書を添付して行うものとする。 

（届出の対象） 

第５条 条例第１２条第１項第１号の規則で定める仮設建築物は、建築基準法（昭和２５

年法律第２０１号）第８５条に規定する仮設建築物とする。 

２ 条例第１２条第１項第２号の規則で定める規模は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める規模とする。ただし、朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例

（平成２０年朝霞市条例第３１号）第２条第２項第９号に規定する開発区域（同項第８



号ウに係る土地の区域を除く。）における建築行為のうち法第１６条第１項第１号に規

定する行為で建築物の新築、増築、改築又は移転（以下「建築行為」という。）である

ものについては、全ての規模とする。 

（１） 景観づくり重点地区以外の景観計画区域 別表第１の左欄に掲げる景観ゾーン

区分に応じ、同表の中欄に掲げる行為の種類ごとに、同表の右欄に掲げる規模 

（２） 景観づくり重点地区 別表第２の左欄に掲げる景観づくり重点地区に応じ、同

表の中欄に掲げる行為の種類ごとに、同表の右欄に掲げる規模 

３ 条例第１２条第１項第３号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。 

（１） 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１３８条第１項各号、第２

項各号及び第３項各号に掲げる工作物 

（２） 旗ざお並びに架空電線路用及び電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２

条第１項第１７号の電気事業者の保安通信設備用の工作物その他これらに類する工

作物 

（３） 屋外に設置する自動販売機 

（４） 門、塀、垣、柵その他これらに類する工作物 

（行為の届出に係る添付図書） 

第６条 条例第１３条の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。ただし、第３条第

１項に規定する事前協議が終了した場合にあっては、省令第１条第３項の規定により当

該図書の添付を省略することができる。 

（１） 法第１６条第１項第１号から第３号までに規定する行為にあっては、次に掲げ

るもの 

ア 行為を行う景観ゾーン区分に係る景観づくり基準対応説明書（様式第６号。以

下「対応説明書（ゾーン）」という。）（当該行為を行う地区が景観づくり重点

地区である場合を除く。） 

イ 行為を行う景観づくり重点地区に係る景観づくり基準対応説明書（様式第６号

の２。以下「対応説明書（重点地区）」という。）（当該行為を行う地区が景観

づくり重点地区である場合に限る。） 

ウ その他市長が必要と認める図書 

（２） 条例第１１条第２項に掲げる行為（以下「物件の堆積」という。）にあっては、

次に掲げるもの 

ア 物件の堆積を行う土地の位置及び当該土地の周辺の状況を表示する図面で縮尺

２，５００分の１以上のもの 

イ 物件の堆積を行う土地及び当該土地の周辺の状況を示す写真 

ウ 当該土地の区域内における物件の堆積を行う位置並びに堆積の方法及び高さを

表示する図面 

エ 堆積する物件の周囲に設置する遮蔽物の状況を表示する図面 

オ 対応説明書（ゾーン）（当該行為を行う地区が景観づくり重点地区である場合

を除く。） 

カ 対応説明書（重点地区）（当該行為を行う地区が景観づくり重点地区である場

合に限る。） 

キ その他市長が必要と認める図書 

２ 省令第１条第２項第１号ニに規定する立面図は、建築物又は工作物の外観の全てを表

示する面数の立面図とし、マンセル値（日本産業規格Ｚ８７２１に定める色相、明度及

び彩度の３属性の値をいう。）を表示したものとする。 

（適合通知） 



第７条 市長は、法第１６条第１項又は第２項の規定による届出に係る行為が景観計画に

定められた当該行為についての制限に適合すると認める場合は景観計画区域内における

行為の適合通知書（様式第７号）により、適合しないと認める場合は景観計画区域内に

おける行為の不適合通知書（様式第８号）により通知するものとする。 

（勧告） 

第８条 法第１６条第３項の規定による勧告は、勧告書（様式第９号）により行うものと

する。 

（変更命令） 

第９条 法第１７条第１項の規定による命令は、変更命令書（様式第１０号）により行う

ものとする。 

（期間の延長） 

第１０条 法第１７条第４項の規定による通知は、期間延長通知書（様式第１１号）によ

り行うものとする。 

（原状回復等命令） 

第１１条 法第１７条第５項の規定による命令は、原状回復等命令書（様式第１２号）に

より行うものとする。 

（身分証明書） 

第１２条 法第１７条第８項の身分を示す証明書は、身分証明書（様式第１３号）とする。 

（行為の着手制限の期間短縮） 

第１３条 市長は、第３条第２項の規定による通知をした場合において、当該通知に係る

法定届出が行われ、かつ、当該法定届出に係る行為に関し法第１６条第３項の規定によ

る勧告をする必要がないと認めるときは、当該行為について法第１８条第２項の規定に

よる期間の短縮をするものとする。 

２ 市長は、法第１８条第２項の規定により同条第１項の期間を短縮したときは、行為の

着手制限の期間短縮通知書（様式第１４号）により、その旨を法第１６条第１項又は第

２項の規定による届出をした者に通知するものとする。 

（報告） 

第１４条 市長は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者に対し、当該

行為の種類、場所、設計又は施行方法、施行日程その他必要な事項について報告を求め

ることができる。 

（１） 法定届出がされている場合において、当該行為の施行状況が当該法定届出の内

容と異なるおそれがあると認めるとき 当該法定届出をした者 

（２） 法定届出がされていない場合において、着手している行為が法定届出の必要な

行為に該当するおそれがあると認めるとき 当該行為を行っている者 

（行為の完了等の報告） 

第１５条 条例第１８条の規定による報告は、次に掲げる報告書により速やかに行うもの

とする。 

（１） 景観計画区域内における行為の完了報告書（様式第１５号） 

（２） 景観計画区域内における行為の中止報告書（様式第１６号） 

２ 前項第１号の報告書には、法定届出に係る行為が完了した後の状況を示す写真並びに

撮影位置及び方向を示した図面を添付しなければならない。 

（景観重要建造物の指定の提案等） 

第１６条 法第２０条第１項又は第２項の規定による景観重要建造物の指定の提案は、景

観重要建造物指定提案書（様式第１７号）に、次に掲げる書類を添付して行うものとす

る。 



（１） 当該建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮尺２，５００分

の１以上の図面 

（２） 道路その他の公共の場所から撮影した当該建造物の写真 

（３） 法第２０条第１項の合意を得たことを証する書類 

２ 法第２０条第３項の規定による通知は、景観重要建造物指定提案結果通知書（様式第

１８号）により行うものとする。 

（景観重要建造物の指定の通知等） 

第１７条 法第２１条第１項（法第２７条第３項の規定により準用する場合を含む。）の

規定による通知は、景観重要建造物指定（指定解除）通知書（様式第１９号）により行

うものとする。 

２ 法第２１条第２項の標識は、景観重要建造物指定標識（様式第２０号）とする。 

３ 前項の標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。 

（景観重要樹木の指定の提案等） 

第１８条 法第２９条第１項又は第２項の規定による景観重要樹木の指定の提案は、景観

重要樹木指定提案書（様式第２１号）により行うものとする。 

２ 法第２９条第３項の規定による通知は、景観重要樹木指定提案結果通知書（様式第２

２号）により行うものとする。 

（景観重要樹木の指定の通知等） 

第１９条 法第３０条第１項（法第３５条第３項の規定により準用する場合を含む。）の

規定による通知は、景観重要樹木指定（指定解除）通知書（様式第２３号）により行う

ものとする。 

２ 法第３０条第２項の標識は、景観重要樹木指定標識（様式第２４号）とする。 

３ 前項の標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。 

（景観重要建造物等の現状変更） 

第２０条 法第２２条第１項本文又は法第３１条第１項本文の許可の申請は、景観重要建

造物（樹木）現状変更許可申請書（様式第２５号）に、次に掲げる書類を添付して行う

ものとする。 

（１） 景観重要建造物 

ア 当該建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮尺２，５００分

の１以上の図面 

イ 道路その他の公共の場所から撮影した当該建造物の写真 

ウ 法第２０条第１項の合意を得たことを証する書類 

（２） 景観重要樹木 

ア 当該行為の施行方法を明らかにする図面 

イ 当該景観重要樹木の位置及び周辺の状況を示す縮尺２，５００分の１以上の図

面 

ウ 当該景観重要樹木及び当該行為をしようとする箇所の写真 

エ 申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書 

２ 市長は、前項の許可の申請があった場合において、当該申請行為に係る許可をしたと

きは景観重要建造物（樹木）現状変更許可通知書（様式第２６号）により、許可をしな

いときは景観重要建造物（樹木）現状変更不許可通知書（様式第２７号）により通知す

るものとする。 

３ 法第２２条第４項（法第３１条第２項の規定により準用する場合を含む。）の規定に

よる協議は、景観重要建造物（樹木）現状変更協議書（様式第２８号）により行うもの

とする。 



（景観重要建造物等の原状回復命令等） 

第２１条 法第２３条第１項（法第３２条第１項の規定により準用する場合を含む。）の

規定による命令は、景観重要建造物（樹木）原状回復等命令書（様式第２９号）により

行うものとする。 

２ 法第２６条又は第３４条の規定による命令は、景観重要建造物（樹木）の管理に関す

る命令書（様式第３０号）により行うものとする。 

３ 法第２６条又は第３４条の規定による勧告は、景観重要建造物（樹木）の管理に関す

る勧告書（様式第３１号）により行うものとする。 

（景観重要建造物等の所有者の変更の届出） 

第２２条 法第４３条に規定する届出は、景観重要建造物（樹木）所有者変更届出書（様

式第３２号）により行うものとする。 

（景観重要建造物等の台帳） 

第２３条 法第４４条第１項の台帳は、景観重要建造物（樹木）台帳（様式第３３号）と

する。 

（景観協定の認可の申請） 

第２３条の２ 法第８１条第４項又は法第９０条第１項の認可の申請は、景観協定認可申

請書（様式第３３号の２）に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。 

（１） 当該景観協定に係る協定書の写し 

（２） 景観協定に関する調書（様式第３３号の３） 

（３） 当該景観協定の目的となる土地の区域を表示する図面 

（４） 当該景観協定の目的となる土地の位置を表示する図面（縮尺５０，０００分の

１以上で方位及び縮尺を表示したものに限る。次条第１項第４号、第２３条の４第

１項第４号及び第２３条の５第２号において「景観協定に係る位置図」という。） 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

２ 市長は、前項の認可の申請があった場合において、当該申請行為に係る認可をしたと

き又は認可をしないときは、景観協定認可（不認可）通知書（様式第３３号の４）によ

り通知するものとする。 

（景観協定の変更認可の申請） 

第２３条の３ 法第８４条第１項の認可の申請は、景観協定変更認可申請書（様式第３３

号の５）に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。 

（１） 当該変更後の景観協定に係る協定書の写し 

（２） 景観協定に関する調書 

（３） 当該変更後の景観協定の目的となる土地の区域を表示する図面 

（４） 景観協定に係る位置図 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

２ 市長は、前項の認可の申請があった場合において、当該申請行為に係る認可をしたと

き又は認可をしないときは、景観協定変更認可（不認可）通知書（様式第３３号の６）

により通知するものとする。 

（景観協定の廃止認可の申請） 

第２３条の４ 法第８８条第１項の認可の申請は、景観協定廃止認可申請書（様式第３３

号の７）に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。 

（１） 法第８８条第１項の合意を証する書類 

（２） 当該景観協定の目的となる土地の区域を表示する図面 

（３） 景観協定に関する調書 

（４） 景観協定に係る位置図 



（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

２ 市長は、前項の認可の申請があった場合において、当該申請行為に係る認可をしたと

き又は認可をしないときは、景観協定廃止認可（不認可）通知書（様式第３３号の８）

により通知するものとする。 

（景観協定発効の届出） 

第２３条の５ 法第９０条第１項の認可を受けた者は、認可の日から起算して３年以内に

おいて当該景観協定区域内の土地に２以上の土地所有者等が存することとなったときは、

景観協定発効届出書（様式第３３号の９）に、次に掲げる図書を添付して市長に提出し

なければならない。 

（１） ２以上の土地所有者等が存することを証する書類 

（２） 景観協定に係る位置図 

（景観づくり団体の認定等） 

第２４条 条例第２６条第１項の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。 

（１） 団体の活動が、景観計画に定めるゾーン別景観づくりの方針等の趣旨に適合し、

良好な景観の形成に資すると認められるものであること。 

（２） 団体の活動が、土地、建築物又は工作物の利用を不当に制限するものではない

こと。 

（３） 団体の活動が、営利、政治又は宗教に係る活動でないこと。 

２ 条例第２６条第２項の規定による認定の申請は、景観づくり団体認定（変更）申請書

（様式第３４号。以下「団体認定（変更）申請書」という。）に、次に掲げる事項を記

載した書類を添付して行うものとする。 

（１） 団体規約 

（２） 活動区域を示す図面又は活動の範囲 

（３） 構成員及び役員の名簿 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 市長は、条例第２６条第２項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

認定の可否を決定し、景観づくり団体認定（不認定）通知書（様式第３５号）により通

知するものとする。 

４ 条例第２６条第２項の規定による申請内容の変更をするときは、団体認定（変更）申

請書に、第２項各号に掲げる事項を記載した書類のうち変更に係るものを添付して行う

ものとする。 

５ 条例第２６条第３項の規定による届出は、景観づくり団体廃止届出書（様式第３６

号）により行うものとする。 

６ 条例第２６条第４項の規定による認定の取消しの申出は、景観づくり団体認定取消申

出書（様式第３７号）により行うものとする。 

７ 市長は、条例第２６条第４項の規定による認定の取消しをしたときは、景観づくり団

体認定取消通知書（様式第３８号）により通知するものとする。 

（景観づくり協定の認定等） 

第２５条 条例第２７条第１項の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。 

（１） 景観づくり協定（以下「協定」という。）の内容が景観計画の趣旨に適合し、

その区域内における良好な景観の形成に資すると認められるものであること。 

（２） 協定の内容について、その区域内の土地の所有者及び借地権を有する者の３分

の２以上の合意が得られていること。 

（３） 協定の内容が土地、建築物又は工作物の利用を不当に制限するものではないこ

と。 



（４） 協定の有効期間が１年以上５年以下であること。 

２ 条例第２７条第２項の規定による協定の認定の申請は、景観づくり協定認定（変更）

申請書（様式第３９号）に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。 

（１） 協定に係る区域図 

（２） 協定書の写し 

（３） 申請をする者が協定の代表者であることを証する書類 

（４） 協定に係る区域の土地の所有者及び借地権を有する者の３分の２以上の合意を

得たことを証する書類 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 市長は、条例第２７条第２項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

認定の可否を決定し、景観づくり協定認定（不認定）通知書（様式第４０号）により通

知するものとする。 

４ 条例第２７条第２項の規定による変更の申請は、景観づくり協定認定（変更）申請書

に、第２項各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添付して行うものとする。 

５ 条例第２７条第３項の更新は、景観づくり協定更新申請書（様式第４１号）により行

うものとする。 

６ 条例第２７条第４項の規定による届出は、景観づくり協定廃止届出書（様式第４２

号）により行うものとする。 

７ 条例第２７条第５項の規定による申出は、景観づくり協定認定取消申出書（様式第４

３号）により行うものとする。 

８ 市長は、条例第２７条第５項の規定による認定の取消しをしたときは、景観づくり協

定認定取消通知書（様式第４４号）により、通知するものとする。 

（あさか景観資源の選定等の通知） 

第２６条 条例第２９条第３項の規定による選定の通知は、あさか景観資源選定通知書

（様式第４５号）により行うものとする。 

２ 条例第２９条第３項の規定による選定の解除の通知は、あさか景観資源選定解除通知

書（様式第４６号）により行うものとする。 

（朝霞市景観アドバイザー） 

第２７条 条例第４２条第１項に規定する朝霞市景観アドバイザーの任期は、２年以内と

する。ただし、再任を妨げない。 

２ 朝霞市景観アドバイザーの定数は、３人以内とする。 

（委任） 

第２８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 第５条第２項ただし書の規定は、平成２８年４月１日以後に、朝霞市開発事業等の手

続及び基準等に関する条例第８条第１項に規定する構想の届出がなされた開発区域にお

ける建築行為から適用する。 

附 則（平成３１年２月２０日規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当

分の間、これを取り繕って使用することができる。 

附 則（令和２年３月２７日規則第１８号） 



（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第１条の次に次の１条を加え

る改正規定及び第６条第２項の改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当

分の間、これを取り繕って使用することができる。 

附 則（令和３年１０月１日規則第２４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当

分の間、これを取り繕って使用することができる。 



別表第１（第５条関係） 

景観ゾーン区分 行為の種類 規模 

水と緑を活かす

ゾーン 

法第１６条第１項第１号に

規定する行為で、外観を変

更することとなる修繕若し

くは模様替又は色彩の変更

（以下「修繕等」とい

う。）でないもの 

当該行為に係る高さが１０メートルを

超えるもの又は敷地面積が５００平方

メートル以上のもの 

法第１６条第１項第１号に

規定する行為で、修繕等で

あるもの 

当該行為に係る面積がいずれかの立面

で当該立面の面積の３分の１を超える

もののうち、当該行為に係る高さが１

０メートルを超えるもの又は敷地面積

が５００平方メートル以上のもの 

法第１６条第１項第２号に

規定する行為で、修繕等で

ないもの 

当該行為に係る工作物が建築基準法施

行令第１３８条第１項第２号に掲げる

ものである場合は高さが１０メートル

を超え、当該行為に係る工作物が同項

第２号に掲げるものである場合は高さ

が１５メートルを超えるもの 

法第１６条第１項第２号に

規定する行為で、修繕等で

あるもの 

当該行為に係る面積がいずれかの立面

で当該立面の面積の３分の１を超える

もののうち、当該行為に係る工作物が

建築基準法施行令第１３８条第１項第

２号に掲げるものである場合は高さが

１５メートルを超え、当該行為に係る

同号に掲げるもの以外である場合は高

さが１０メートルを超えるもの 

法第１６条第１項第３号に

規定する行為 

当該行為に係る開発区域の面積が５０

０平方メートル以上のもの 

法第１６条第１項第４号に

規定する行為（当該行為に

係る高さが１メートル以上

のものに限る。） 

当該行為に係る物件の堆積に係る土地

の面積が５００平方メートル以上のも

の又は堆積の高さが１．５メートルを

超えるもの 

安全で快適な住

まいゾーン 

法第１６条第１項第１号に

規定する行為で、修繕等で

ないもの 

当該行為に係る高さが１５メートルを

超えるもの又は敷地面積が５００平方

メートル以上のもの 



法第１６条第１項第１号に

規定する行為で、修繕等で

あるもの 

当該行為に係る面積がいずれかの立面

で当該立面の面積の３分の１を超える

もののうち、当該行為に係る高さが１

５メートルを超えるもの又は敷地面積

が５００平方メートル以上のもの 

法第１６条第１項第２号に

規定する行為で、修繕等で

ないもの 

当該行為に係る高さが１５メートルを

超えるもの 

法第１６条第１項第２号に

規定する行為で、修繕等で

あるもの 

当該行為に係る面積がいずれかの立面

で当該立面の面積の３分の１を超える

もののうち、当該行為に係る高さが１

５メートルを超えるもの 

商業にぎわいゾ

ーン 

法第１６条第１項第１号に

規定する行為で、修繕等で

ないもの 

当該行為に係る高さが１０メートルを

超えるもの又は敷地面積が５００平方

メートル以上のもの 

法第１６条第１項第１号に

規定する行為で、修繕等で

あるもの 

当該行為に係る面積がいずれかの立面

で当該立面の面積の３分の１を超える

もののうち、当該行為に係る高さが１

０メートルを超えるもの又は敷地面積

が５００平方メートル以上のもの 

法第１６条第１項第２号に

規定する行為で、修繕等で

ないもの 

当該行為に係る工作物が建築基準法施

行令第１３８条第１項第２号に掲げる

ものである場合は高さが１５メートル

を超え、当該行為に係る同号に掲げる

もの以外である場合は高さが１０メー

トルを超えるもの 

法第１６条第１項第２号に

規定する行為で、修繕等で

あるもの 

当該行為に係る面積がいずれかの立面

で当該立面の面積の３分の１を超える

もののうち、当該行為に係る工作物が

建築基準法施行令第１３８条第１項第

２号に掲げるものである場合は高さが

１５メートルを超え、当該行為に係る

同号に掲げるもの以外である場合は高

さが１０メートルを超えるもの 

 



別表第２（第５条関係） 

景観づくり重

点地区 
行為の種類 規模 

シンボルロー

ド周辺エリア

及び黒目川沿

川エリア 

法第１６条第１項第

１号に規定する行為

で、修繕等でないも

の 

全ての規模 

法第１６条第１項第

１号に規定する行為

で、修繕等であるも

の 

当該行為に係る面積がいずれかの立面で

当該立面の面積の１０分の１を超えるも

の 

 法第１６条第１項第

２号に規定する行為

で、修繕等でないも

の 

当該行為に係る

工作物が第５条

第３項第１号に

掲げるものであ

る場合 

全ての規模 

当該行為に係る

工作物が第５条

第３項第２号に

掲げるものであ

る場合 

高さが１５メートルを

超えるもの 

  当該行為に係る

工作物が第５条

第３項第３号に

掲げるものであ

る場合 

全ての規模 

当該行為に係る

工作物が第５条

第３項第４号に

掲げるものであ

る場合 

高さが１．５メートル

を超えるもの 

 法第１６条第１項第

２号に規定する行為

で、修繕等であるも

の 

当該行為に係る

工作物が第５条

第３項第１号に

掲げるものであ

る場合 

当該行為に係る面積が

いずれかの立面で当該

立面の面積の１０分の

１を超えるもの 



  当該行為に係る

工作物が第５条

第３項第２号に

掲げるものであ

る場合 

当該行為に係る面積が

いずれかの立面で当該

立面の面積の１０分の

１を超えるもののう

ち、当該行為に係る高

さが１５メートルを超

えるもの 

  当該行為に係る

工作物が第５条

第３項第３号に

掲げるものであ

る場合 

当該行為に係る面積が

いずれかの立面で当該

立面の面積の１０分の

１を超えるもの 

 当該行為に係る

工作物が第５条

第３項第４号に

掲げるものであ

る場合 

当該行為に係る面積が

いずれかの立面で当該

立面の面積の１０分の

１を超えるもののう

ち、当該行為に係る高

さが１．５メートルを

超えるもの  

 法第１６条第１項第

３号に規定する行為 

全ての規模 

法第１６条第１項第

４号に規定する行為

（当該行為に係る高

さが１メートル以上

のものに限る。） 

全ての規模 



様式第１号（第２条関係） 

 

景観計画 提案書 

提案事前協議書 

 

                          年   月   日  

 

 朝霞市長 宛て 

 

                         提案者               

住 所               

                     氏 名               

                         電話番号 

                      法人にあっては、主たる事務所の所 

                      在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 

  

景観法第１１条     の規定により、関係図書を添付して、下記のとおり景観 

 
朝霞市景観条例第１０条 

 

計画の提案をします。 

 

記 

 

計画提案区域の名称 

（地区名） 

 

計画提案区域の面積 

 

提 案 の 概 要 等 

 

備考 この提案書には、次に掲げる図書を添付してください。 

１ 提案に係る区域を示す図書 

２ 景観計画の素案 

３ 景観法第１１条第３項の当該区域内の土地所有者等の一覧及び同意書 

４ その他市長が必要と認める書類 
 

第１項 

第２項 



様式第２号（第３条関係） 

（表） 

 

事前協議書 

 

                          年   月   日  

 

 朝霞市長 宛て 

 

                         提出者               

住 所               

                     氏 名               

                         電話番号 

                      法人にあっては、主たる事務所の所 

                      在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 

 景観計画の区域内において予定する次の行為について、朝霞市景観条例第１５条の規

定により、関係図書を添えて次のとおり事前協議を申し出ます。 

 

行為の場所 

景観ゾーン 

区分 

□ 水と緑を活かすゾーン 

□ 安全で快適な住まいゾーン 

□ 商業にぎわいゾーン 

景観づくり

重点地区 

□ シンボルロード周辺エリア 

□ 黒目川沿川エリア 

地名地番  

 

 

 

 

 

行 

 

為 

 

の 

 

種 

 

類 

 

 

 

 

 

□建築物の建 

築等 

開発許可番号 

 年 月 日 

第    号 

区画数 区画 

区分 

□新築 □増築 □改築 □移転  

 

□外観の変更（□修繕 □模様替 □色彩変更） 

用途 高さ 

       ｍ 

階数 

        階 

敷地面積 

        ㎡ 

建築面積 

       ㎡ 

延べ床面積 

        ㎡ 

□工作物の建 

設等 

区分 

□新築 □増築 □改築 □移転  

 

□外観の変更（□修繕 □模様替 □色彩変更） 

用途 高さ 

       ｍ 

築造面積 

        ㎡ 

□開発行為 

開発許可番号 

 年 月 日 

第    号 

区画数 区画 

行為の目的 

  

開発区域の面積 

              ㎡ 

のり面及び擁壁の高さ 

           ｍ 

のり面及び擁壁の長さ 

              ｍ 

□物件の堆積 
種類            高さ 

     ｍ 

遮蔽物の高さ 

     ｍ 

土地の面積 

     ㎡ 



（裏） 

行 

 

 

 

 

 

為 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

種 

 

 

 

 

 

類 

建

築

物

の

建

築

等

・

工

作

物

の

建

設

等

・

物

件

の

堆

積 

第 

 

一 

 

立 

 

面 

区  分 割合

（％） 彩色が施され

ている部分 

色彩（マンセ

ル値） 

色 相 明 度 彩 度 

    

点 滅 光 源 □ 有      □ 無  

屋 外 広 告 物 □ 有      □ 無  

彩色が施され 

ていない部分 
素材名 

  

 

 計 １００ 

第 

 

二 

 

立 

 

面 

区  分 割合 

（％） 彩色が施され

ている部分 

色彩（マンセ

ル値） 

色 相 明 度 彩 度 

    

点 滅 光 源 □ 有      □ 無  

屋 外 広 告 物 □ 有      □ 無  

彩色が施され 

ていない部分 
素材名 

  

 

 計 １００ 

第 

 

三 

 

立 

 

面 

区  分 割合 

（％） 彩色が施され

ている部分 

色彩（マンセ

ル値） 

色 相 明 度 彩 度 

    

点 滅 光 源 □ 有      □ 無  

屋 外 広 告 物 □ 有      □ 無  

彩色が施され

ていない部分 
素材名 

 

 

 

 

 計 １００ 

第 

 

四 

 

立 

 

面 

区  分 割合 

（％） 彩色が施され

ている部分 

色彩（マンセ

ル値） 

色 相 明 度 彩 度 

    

点 滅 光 源 □ 有      □ 無  

屋 外 広 告 物 □ 有      □ 無  

彩色が施され

ていない部分 
素材名 

  

 

 計 １００ 

行為の期間  着手予定日     年   月   日  完了予定日     年   月   日 

備考 

１ 該当する□にレ印を付してください。 

２ 彩色が施されていない部分の素材名の欄には、外観となる壁面を仕上げる素材が、 

着色していない石、土、木、レンガ、コンクリート等の場合にその素材名を記載して 

ください。 

３ 色相欄、明度欄及び彩度欄には、マンセル値を記載してください。 

４ 各立面において制限色を使用していない場合は、割合の記載は不要です。 

 



様式第３号（第３条関係） 

 

事前協議結果通知書 

第         号 

年    月    日 

 

             様 

 

 

朝霞市長            印 

 

 

   年  月  日付けで協議のあった下記の行為について、朝霞市景観

規則第３条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

行 為 の 場 所  

行 為 の 種 類   

指導助言事項   



様式第４号（第４条関係） 

（表） 

 

景観計画区域内における行為の届出書 

 

                          年   月   日  

 

 朝霞市長 宛て 

 

                         提出者               

住 所               

                     氏 名               

                         電話番号 

                      法人にあっては、主たる事務所の所 

                      在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 

景観法第１６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

行為の場所 

景観ゾーン 

区分 

□ 水と緑を活かすゾーン 

□ 安全で快適な住まいゾーン 

□ 商業にぎわいゾーン 

景観づくり

重点地区 

□ シンボルロード周辺エリア 

□ 黒目川沿川エリア 

地名地番 
 

 

 

 

 

 

行 

 

為 

 

の 

 

種 

 

類 

 

 

 

 

 

□建築物の建 

築等 

開発許可番号 

 年 月 日 

第    号 

区画数 区画 

区分 

□新築 □増築 □改築 □移転  

 

□外観の変更（□修繕 □模様替 □色彩変更） 

用途 高さ 

       ｍ 

階数 

        階 

敷地面積 

        ㎡ 

建築面積 

       ㎡ 

延べ床面積 

        ㎡ 

□工作物の建 

設等 

区分 

□新築 □増築 □改築 □移転  

 

□外観の変更（□修繕 □模様替 □色彩変更） 

用途 高さ 

       ｍ 

築造面積 

㎡ 

□開発行為 

開発許可番号 

 年 月 日 

第    号 

区画数 区画 

行為の目的 

  

開発区域の面積 

              ㎡ 

のり面及び擁壁の高さ 

           ｍ 

のり面及び擁壁の長さ 

              ｍ 

□物件の堆積 
種類            高さ 

     ｍ 

遮蔽物の高さ 

     ｍ 

土地の面積 

     ㎡ 



 

 

（裏） 

行 

 

 

 

 

 

為 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

種 

 

 

 

 

 

類 

建

築

物

の

建

築

等

・

工

作

物

の

建

設

等

・

物

件

の

堆

積 

第 

 

一 

 

立 

 

面 

区  分 割合

（％） 彩色が施され

ている部分 

色彩（マンセ

ル値） 

色 相 明 度 彩 度 

    

点 滅 光 源 □ 有      □ 無  

屋 外 広 告 物 □ 有      □ 無  

彩色が施され 

ていない部分 
素材名 

  
 

 計 １００ 

第 

 

二 

 

立 

 

面 

区  分 割合

（％） 彩色が施され

ている部分 

色彩（マンセ

ル値） 

色 相 明 度 彩 度 

    

点 滅 光 源 □ 有      □ 無  

屋 外 広 告 物 □ 有      □ 無  

彩色が施され 

ていない部分 
素材名 

  
 

 計 １００ 

第 

 

三 

 

立 

 

面 

区  分 割合

（％） 彩色が施され

ている部分 

色彩（マンセ

ル値） 

色 相 明 度 彩 度 

    

点 滅 光 源 □ 有      □ 無  

屋 外 広 告 物 □ 有      □ 無  

彩色が施され

ていない部分 
素材名 

 
 

 
 

 計 １００ 

第 

 

四 

 

立 

 

面 

区  分 割合

（％） 彩色が施され

ている部分 

色彩（マンセ

ル値） 

色 相 明 度 彩 度 

    

点 滅 光 源 □ 有      □ 無  

屋 外 広 告 物 □ 有      □ 無  

彩色が施され

ていない部分 
素材名 

  
 

 計 １００ 

行為の期間 着手予定日     年   月   日 完了予定日     年   月   日 

事前協議結果通知書        年  月  日     第     号 

備考 
１ 該当する□にレ印を付してください。 

２ 彩色が施されていない部分の素材名の欄には、外観となる壁面を仕上げる素材が、 

着色していない石、土、木、レンガ、コンクリート等の場合にその素材名を記載して 
ください。 

３ 色相欄、明度欄及び彩度欄には、マンセル値を記載してください。 

４ 各立面において制限色を使用していない場合は、割合の記載は不要です。 



 

 

様式第５号（第４条関係） 

 

景観計画区域内における行為の変更届出書 

 

                          年   月   日  

 

 朝霞市長 宛て 

 

                         提出者               

住 所               

                     氏 名               

                         電話番号 

                      法人にあっては、主たる事務所の所 

                      在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 

景観法第１６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

景観計画区域内

における行為の

届出書受付番号 

年      月      日 

第         号 

行為の場所 

景観ゾーン

区分 

□ 水と緑を活かすゾーン 

□ 安全で快適な住まいゾーン 

□ 商業にぎわいゾーン 

景観づくり

重点地区 

□ シンボルロード周辺エリア 

□ 黒目川沿川エリア 

地名地番 
 

変更内容 

変更前 変更後 

  

変更理由 

 

備考 該当する□にレ印を付してください。 



 

 

様式第６号（第６条関係） 

景観づくり基準対応説明書 

（水と緑を活かすゾーン） 

行為の場所 
景観ゾーン 水と緑を活かすゾーン 

地名地番  

行為の種類 

□建築物の 

建築等 区

分 

□新築 □増築 □改築 □移転 

□外観の変更（□修繕 □模様替 □色彩変更） 

□工作物の 

建設等 

□新築 □増築 □改築 □移転 

□外観の変更（□修繕 □模様替 □色彩変更） 

□開発行為  

□物件の堆積 遮蔽物 
□植栽 □鋼板  

□その他（         ） 

建築物・工

作物 

勧告・変更命

令基準 

□ 朝霞市景観計画の色彩基準に該当する色彩及び点

滅する光源が形成する各立面（着色していない石、

土、木、レンガ、コンクリート等の素材で仕上げる

外観の部分を除く。）の面積が、当該立面の面積の

合計の３分の１を超えない。 

物件の堆積 勧告基準 

□ 堆積の高さが３ｍを超えない。 

□ 遮蔽物等があり、周囲から堆積物が見えない。 

□ 朝霞市景観計画の色彩基準に該当する色彩の面積

が、遮蔽物の外観のうち各立面につき、当該立面の

面積の合計の３分の１を超えない。 

建築物の建

築等・工作

物の建設等 

周辺景観の中

でのあり方 

□ 広域的な観点から景観上の特性を踏まえ、地域の

景観に与える影響に留意している。 

具体的な留意点： 

 
 

□ 斜面林の稜線や神社仏閣等の地域の優れた眺望を

大切にし、道路その他の公共の場所からの眺望の保

全に配慮している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 河川沿いからの眺めに配慮し、斜面林等の地域の

景観の特徴付けている要素への眺めを阻害しない配

置及び規模としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 東林橋からの下流方向の見通しの確保に配慮し、

黒目川の桜並木への眺めを阻害しない規模としてい

る。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 東武東上線の車窓からの上流方向の開放的な眺め

に配慮した規模としている。 



 

 

  
具体的な配慮事項： 

 
 

 
形態・意匠・

色彩等 

□ 建築物の外壁等、外観を構成するものは、周辺の

景観と調和した素材や色彩としている。また、外観

を構成するものに照明を行う場合は、周辺の景観と

調和した光色等としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 建築物等の大きさは、周辺の景観との連続性に配

慮し、圧迫感を生じさせないようにしている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 建築物等の形態は、周辺のまちなみや建築物の形

態と調和した形態としている。外観を構成するもの

は、周辺の景観との連続性に配慮し、位置をそろえ

ている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 河川沿いからの眺めに配慮し、長大な擁壁が生じ

ない造成、形態の分節、分割等によって、周辺の景

観になじませている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 東林橋からの下流方向の見通しの確保に配慮し、

黒目川の桜並木への眺めを阻害しない形態及び意匠

としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 東武東上線の車窓からの上流方向の開放的な眺め

に配慮した形態及び意匠としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 外壁等外観を構成するものは、原色に近い色彩や

点滅する照明は避けている。多色使い又はアクセン

ト色の使用に際しては、使用する色彩相互の調和、

使用する量のバランスに十分配慮している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 外壁及び屋根の基調色は、水辺や樹木及び樹林と

調和する低彩度色とし、朝霞市景観計画の色彩基準

に十分配慮した色彩としている。 



 

 

  

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 屋外階段は、建築物本体と調和した外形及び色彩

としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 屋上設備等は、外部から直接見えにくいように壁

面、ルーバー等で遮蔽している。ルーバー等は、建

築物本体と調和する外形及び色彩としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

 

外構・植栽等 

□ 敷地内の道路等の公共空間に面する部分には、埼

玉県産植木類等、地域の景観に調和した樹種を植栽

している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 通りの連続性に配慮した植栽の配置や、歩行者が

魅力を感じる配置としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 周辺の緑の連続性に配慮し、樹林及び樹木の保全

や高木等の植栽に努めている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 塀、垣及び柵は、周辺の景観と調和した形態、意

匠、素材及び色彩としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 擁壁は、圧迫感を生じないよう配置や形態の分節

及び分割、表面処理等によって周囲の景観になじま

せている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 駐車場及び駐輪場、ごみ置場等の付属施設の外観

を構成するものは、周辺の景観と調和した素材や色

彩としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 外観を構成するものに照明を設ける場合は、点滅

する照明は控え、周辺の景観と調和した光色等とし

ている。 
 

 



 

 

  

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 敷地内に湧水等の水辺がある場合は、これらの空

間の保全及び活用に配慮している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

開発行為 

□ 地域の景観を改変しないよう、長大なのり面や擁壁が生じない造

成としている。ただし、建築基準法及び都市計画法の関係規定を遵

守すること。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ のり面や擁壁は、圧迫感を生じない配置や形態の分節及び分割、

表面処理等によってなじませている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 周辺の緑の連続性に配慮し、樹林及び樹木の保全や高木等の植栽

に努めている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 計画地内に湧水等の水辺がある場合は、これらの空間の保全及び

活用に配慮している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

物件の堆積 

□ 資材等を堆積する場合は、人の目線より低く整然と堆積し、堆積

物の周辺を植栽等で遮蔽している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 河川沿いには、できる限り出入口を設けていない。やむを得ず設

ける場合は、門扉等を設置している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 物件の堆積の遮蔽物は、周辺の景観と調和した素材や色彩とし、

別表の色彩基準に該当する色彩の使用を控えている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

備考 該当する□にレ印を付してください。 

（該当しない項目には、「該当なし」と記入してください。） 



 

 

景観づくり基準対応説明書 

（安全で快適な住まいゾーン） 

行為の場所 
景観ゾーン 安全で快適な住まいゾーン 

地名地番  

行為の種類 

□建築物の 

建築等 区

分 

□新築 □増築 □改築 □移転 

□外観の変更（□修繕 □模様替 □色彩変更） 

□工作物の 

建設等 

□新築 □増築 □改築 □移転 

□外観の変更（□修繕 □模様替 □色彩変更） 

建築物・工

作物 

勧告・変更命

令基準 

□ 朝霞市景観計画の色彩基準に該当する色彩及び点

滅する光源が形成する各立面（着色していない石、

土、木、レンガ、コンクリート等の素材で仕上げる

外観の部分を除く。）の面積が、当該立面の面積の

合計の３分の１を超えない。 

建築物の建

築等・工作

物の建設等 

周辺景観の中

でのあり方 

□ 広域的な観点から景観上の特性を踏まえ、地域の

景観に与える影響に留意している。 

具体的な留意点： 

 
 

□ 斜面林の稜線や神社仏閣等の地域の優れた眺望、

道路その他の公共の場所からの眺望の保全に配慮し

ている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

形態・意匠・

色彩等 

□ 建築物の外壁等、外観を構成するものは、周辺の

景観と調和した素材や色彩としている。また、外観

を構成するものに照明を行う場合は、周辺の景観と

調和した光色等としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 建築物等の大きさは、周辺の景観との連続性に配

慮し、圧迫感を生じさせないようにしている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 歩行者の通行が多い道路沿道では、通りの連続性

に配慮した配置及び規模や、歩行者にゆとりを与え

る配置としている。 

具体的な配慮事項： 
 

 

 

□ 建築物等の形態は、周辺のまちなみや他の建築物

の形態と調和した形態としている。外観を構成する

ものは、周辺の景観との連続性に配慮し、位置をそ

ろえている。 

具体的な配慮事項： 

 
 



 

 

  

□ 外壁等外観を構成するものは、原色に近い色彩や

点滅する照明は避けている。多色使い又はアクセン

ト色の使用に際しては、使用する色彩相互の調和及

び使用する量のバランスに十分配慮している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 外壁及び屋根の基調色は、落ち着きのあるまちな

みをつくり、周辺の樹木及び樹林と調和する低彩度

色とし、朝霞市景観計画の色彩基準に十分配慮した

色彩としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 屋外階段は、建築物本体と調和した外形及び色彩

としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 屋上設備等は、外部から直接見えにくいように壁

面、ルーバー等で囲っている。ルーバー等は、建築

物本体と調和する外形及び色彩としている。 

具体的な配慮事項： 

 

 外構・植栽等 

□ 敷地内の道路等の公共空間に面する部分には、県

産植木類等、地域の景観に調和した樹種を植栽して

いる。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 通りの連続性に配慮した植栽の配置や、歩行者が

魅力を感じる配置としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 周辺の緑の連続性に配慮し、樹林及び樹木の保全

や高木等の植栽に努めている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 塀、垣及び柵は、周辺の景観と調和した形態及び

意匠、素材や色彩としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 擁壁は、圧迫感を生じない配置や形態の分節及び

分割、表面処理等によって周囲の景観になじませて

いる。 



 

 

  

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 駐車場、駐輪場、ごみ置場等の付属施設の外観を

構成するものは、周辺の景観と調和した素材や色彩

としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 外観を構成するものに照明を設置する場合は、点

滅する照明は控え、周辺の景観と調和した光色等と

している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 敷地内に湧水等の水辺がある場合は、これらの空

間の保全及び活用に配慮している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

備考 該当する□にレ印を付してください。 

（該当しない項目には、「該当なし」と記入してください。） 



 

 

景観づくり基準対応説明書 

（商業にぎわいゾーン） 

行為の場所 
景観ゾーン 商業にぎわいゾーン 

地名地番  

行為の種類 

□建築物の 

建築等 区

分 

□新築 □増築 □改築 □移転 

□外観の変更（□修繕 □模様替 □色彩変更） 

□工作物の 

建設等 

□新築 □増築 □改築 □移転 

□外観の変更（□修繕 □模様替 □色彩変更） 

建築物・工

作物 

勧告・変更命

令基準 

□ 朝霞市景観計画の色彩基準に該当する色彩及び点

滅する光源が形成する各立面（着色していない石、

土、木、レンガ、コンクリート等の素材で仕上げる

外観の部分を除く。）の面積が、当該立面の面積の

合計の３分の１を超えない。 

建築物の建

築等・工作

物の建設等 

周辺景観の中

でのあり方 

□ 広域的な観点から景観上の特性を踏まえ、地域の

景観に与える影響に留意している。 

具体的な留意点： 

 
 

□ 斜面林の稜線や神社仏閣等の地域の優れた眺望を

大切にし、道路その他の公共の場所からの眺望の保

全に配慮している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

形態・意匠・

色彩等 

□ 建築物の外壁等、外観を構成するものは、周辺の

景観と調和した素材や色彩としている。また、外観

を構成するものに照明を行う場合は、周辺の景観と

調和した光色等としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 建築物等の大きさは、周辺の景観との連続性に配

慮し、圧迫感を生じないようにしている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 歩行者の通行が多い道路沿道では、低層部や出入

口部において、自然素材の活用や開放的なしつらえ

等により、歩行者が魅力を感じる形態及び意匠とし

ている。 
 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 建築物等の形態は、周辺のまちなみや建築物の形

態と調和した形態としている。外観を構成するもの

は、周辺の景観との連続性に配慮し、位置をそろえ

ている。 
 



 

 

  

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 外壁等外観を構成するものは、原色に近い色彩や

点滅する照明は避けている。多色使い又はアクセン

ト色の使用に際しては、使用する色彩相互の調和、

使用する量のバランスに十分配慮している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 外壁及び屋根の基調色は、つながりや魅力のある

まちなみをつくるあたたかみのある色彩とし、朝霞

市景観計画の色彩基準に十分配慮した色彩としてい

る。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 屋外階段は、建築物本体と調和した外形及び色彩

としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 屋上設備等は、外部から直接見えにくいように壁

面、ルーバー等で遮蔽している。ルーバー等は、建

築物本体と調和する外形及び色彩としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

 外構・植栽等 

□ 敷地内の道路等の公共空間に面する部分には、県

産植木類等、地域の景観に調和した樹種を植栽して

いる。 

具体的な配慮事項： 

 

□ 通りの連続性に配慮した植栽の配置や、歩行者が

魅力を感じる配置としている。 

具体的な配慮事項： 

 

□ 周辺の緑の連続性に配慮し、樹林及び樹木の保全

や高木等の植栽に努めている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 塀、垣及び柵は、周辺の景観と調和した形態、意

匠、素材及び色彩としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 擁壁は、圧迫感を生じない配置や形態の分節及び

分割、表面処理等によってなじませている。 
 



 

 

  

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 駐車場、駐輪場、ごみ置場等の付属施設の外観を

構成するものは、周辺の景観と調和した素材及び色

彩としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 外観を構成するものに照明を設置する場合は、点

滅する照明は控え、周辺の景観と調和した光色等と

している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 敷地内に湧水等の水辺がある場合は、これらの空

間の保全及び活用に配慮している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

 備考 該当する□にレ印を付してください。 

（該当しない項目には、「該当なし」と記入してください。） 



 

 

様式第６号の２（第６条関係） 

景観づくり基準対応説明書（重点地区） 

行為の場所 

景観づくり重点 

地区の名称 
シンボルロード周辺エリア 

地名地番  

行為の種類 

□建築物の建築等 
区

分 

□新築 □増築 □改築 □移転 

□外観の変更（□修繕 □模様替 □色彩変更） 

□工作物の建設等 
□新築 □増築 □改築 □移転 

□外観の変更（□修繕 □模様替 □色彩変更） 

□開発行為  

□物件の堆積 遮蔽物 
□植栽 □鋼板 

□その他（        ） 

建築物・工

作物 

勧告・変更命令 

基準 

□ 朝霞市景観計画の色彩基準に該当する色彩及び

点滅する光源を外観に係る部分に使用していな

い。（使用している場合は、各立面の面積の割合

が色彩基準で定める面積の割合を満たしている又

は色彩基準の適用除外である。） 

物件の堆積 勧告基準 

□ 堆積の高さが３ｍを超えない。 

□ 遮蔽物等があり、周囲から堆積物が見えない。 

□ 朝霞市景観計画の色彩基準に該当する色彩を遮

蔽物の外観に係る部分に使用していない。（使用

している場合は、各立面の面積の割合が色彩基準

で定める面積の割合を満たしている又は色彩基準

の適用除外である。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物の建

築等・工作

物の建設等 

ア 

【周辺景観の中で

のあり方】 

□ 広域的な観点から景観上の特性を踏まえ、地域

の景観に与える影響に留意している。 

具体的な留意点： 

 
 

□ ケヤキ並木等の優れた景観資源を活かした眺望

を大切にし、ケヤキ並木の起点、終点からの眺

望、エリア全体の景観の一体性や調和に努めてい

る。 

具体的な配慮事項： 

 
 

イ 

【配置・規模】 

□ 周辺の景観からの突出感や違和感がなく、周辺

のまちなみや自然環境との調和に配慮し、落ち着

きのある配置及び規模としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 周辺の景観との連続性に配慮し、圧迫感が生じ

ないような配置及び規模としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 
 

□ 建築物等の開口部を道路側へ向けることによ 



 

 

  

り、沿道部分への日照や開放感のある視界を確保

し、歩行者が快適に楽しく歩けるとともに、建築

物から外の景色を楽しみながらくつろげるよう工

夫している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

 

ウ 

【形態・意匠・ 

色彩】 

□ 外観を構成する部分については、ケヤキ並木や

周辺の景観との調和に配慮した落ち着きのある形

態、意匠、素材及び色彩としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 外壁、屋根その他の外観を構成する部分の基調

色は、できる限り低彩度色を使用し、ケヤキ並木

や周辺の景観との調和に配慮している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 強調色やアクセント色を使用する場合は、景観

づくり重点地区「シンボルロード周辺エリア」の

色彩基準を遵守するとともに、低層部に配色する

等、魅力的な外観となるよう工夫している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 必要以上に色数を増やさないこととし、多色使

いする際等は、沿道からの見え方を意識し、色彩

相互の調和、使用する量のバランスに十分配慮し

ている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

 

エ 

【屋外・屋上設備

等】 

□ 屋外階段、配管、ダクト、室外機、高架水槽そ

の他の建築設備は、できる限り沿道から見えにく

いよう設置場所を工夫するとともに、やむを得ず

沿道から見える位置に配置する場合には、ルーバ

ー等の覆いを設け、その色彩を工夫する等、建築

物本体との一体性の確保に配慮している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

 

オ 

【外構・自動販売

機】 

□ 外構は、敷地内のデザインのみを捉えるのでは

なく、隣接する敷地や道路等、周辺の景観との調

和に配慮した色調や素材としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 塀、垣及び柵は、周辺の景観との調和に配慮し

た形態、意匠、素材及び色彩としている。 



 

 

 

 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 擁壁は、圧迫感が生じないよう配置や形態の分

節及び分割、表面処理等によって周辺の景観にな

じませている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 駐車場、駐輪場その他の附属施設の外観を構成

するものは、周辺の景観との調和に配慮した形

態、意匠、素材及び色彩としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ ごみ集積所は、沿道からできる限り見えないよ

う設置場所に配慮するとともに、遮蔽や周囲の緑

化等、適切な修景等の工夫を行っている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 自動販売機は、沿道からの見え方に配慮して配

置するとともに、周辺の景観との調和に配慮し、

落ち着いた意匠や色彩（清涼飲料自販機協議会に

より推奨される基調となる色彩（マンセル表色系

（５Ｙ７．５／１．５））をいう。）を採用し、

必要に応じて適切な修景等の工夫を行っている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 敷地内の駐車場等の路面は、周辺の景観との調

和に配慮した色彩としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

 

カ 

【緑化・植栽等】 

□ 植栽は、周辺のまちなみからも緑の広がりを感

じられるよう、ケヤキ並木やツツジ等と連続性を

持たせる等、歩行者が魅力を感じる配置としてい

る。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 在来種の採用等により、地域固有の景観や生態

系の保全及び育成に配慮している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 屋上や壁面への緑化を積極的に検討している。 

具体的な配慮事項： 

 
 



 

 

 

キ 

【照明】 

□ 照明装置は、敷地内から出ないよう設置場所を

工夫し、点滅する照明を控え、周辺の景観との調

和に配慮した光色等とするとともに、歩行者や通

行車両等の安心及び安全に配慮した照射角度とし

ている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 昆虫の誘因特性の小さい光源を使用する等、生

態系への影響に配慮している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 光の量が多く、動きのある回転灯、サーチライ

ト等は、使用していない。 

具体的な配慮事項： 

 
 

開発行為 

□ 地域の景観を改変しないよう、長大なのり面や擁壁が生じない造成

としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ のり面や擁壁は、圧迫感が生じない配置や形態の分節及び分割、表

面処理等によってなじませている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 周辺の緑の連続性に配慮し、樹林及び樹木の保全や高木等の植栽に

努めている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 計画地内に湧水等の水辺がある場合は、これらの空間の保全及び活

用に配慮している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

物件の堆積 

□ 資材等を堆積する場合は、人の目線より低く整然と堆積し、堆積物

の周辺を植栽等で遮蔽している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 物件の堆積の遮蔽物は、周辺の景観と調和した素材、色彩とするこ

ととし、景観づくり重点地区「シンボルロード周辺エリア」の色彩基

準を遵守している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

備考 該当する□にレ印を付してください。 

（該当しない項目には、「該当なし」と記入してください。） 



 

 

景観づくり基準対応説明書（重点地区） 

行為の場所 

景観づくり重点 

地区の名称 
黒目川沿川エリア 

地名地番  

行為の種類 

□建築物の建築等 
区

分 

□新築 □増築 □改築 □移転 

□外観の変更（□修繕 □模様替 □色彩変更） 

□工作物の建設等 
□新築 □増築 □改築 □移転 

□外観の変更（□修繕 □模様替 □色彩変更） 

□開発行為  

□物件の堆積 遮蔽物 
□植栽 □鋼板 

□その他（        ） 

建築物・工

作物 

勧告・変更命令 

基準 

□ 朝霞市景観計画の色彩基準に該当する色彩及び

点滅する光源を外観に係る部分に使用していな

い。（使用している場合は、各立面の面積の割合

が色彩基準で定める面積の割合を満たしている又

は色彩基準の適用除外である。） 

物件の堆積 勧告基準 

□ 堆積の高さが３ｍを超えない。 

□ 遮蔽物等があり、周囲から堆積物が見えない。 

□ 朝霞市景観計画の色彩基準に該当する色彩を遮

蔽物の外観に係る部分に使用していない。（使用

している場合は、各立面の面積の割合が色彩基準

で定める面積の割合を満たしている又は色彩基準

の適用除外である。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物の建

築等・工作

物の建設等 

ア 

【周辺景観の中で

のあり方】 

□ 広域的な観点から景観上の特性を踏まえ、地域

の景観に与える影響に留意している。 

具体的な留意点： 

 
 

□ 河川や桜並木等の優れた景観資源を活かした眺

望を大切にし、河川沿い、道路その他の公共の場

所からの眺望、エリア全体の一体性や調和に努め

ている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

イ 

【配置・規模】 

□ 新高橋、東林橋、浜崎黒目橋からの見通しの確

保に配慮し、黒目川の桜並木への眺めを阻害しな

い配置及び規模としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 東武東上線の車窓からの黒目川一帯の開放的な

眺めに配慮した配置及び規模としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 周辺の景観からの突出感や違和感がなく周辺の

まちなみや自然環境との調和に配慮し、落ち着き 



 

 

  

のある配置及び規模としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 周辺の景観との連続性に配慮するとともに、上

層部の壁面を後退させる等、圧迫感が生じないよ

うな配置及び規模としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

 

ウ 

【形態・意匠・ 

色彩】 

□ 新高橋、東林橋、浜崎黒目橋からの見通しの確

保に配慮し、黒目川の桜並木への眺めを阻害しな

い形態及び意匠としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 東武東上線の車窓からの黒目川一帯の開放的な

眺めに配慮した形態及び意匠としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 外観を構成する部分については、黒目川の水辺

や緑と調和する落ち着きのある形態、意匠、素材

及び色彩としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 外壁、屋根その他の外観を構成する部分の色彩

は、できる限り低彩度色を使用するとともに、隣

接する建築物と類似色相とする等、まちなみの連

続性と周辺景観との調和に配慮している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 必要以上に色数を増やさないこととし、多色使

いする際等は、沿道、橋、遊歩道等からの見え方

を意識し、色彩相互の調和、使用する量のバラン

スに十分配慮している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 長期間にわたり景観を形成することを考慮し、

経年変化により見苦しくならないよう、耐久性及

び対候性に優れた素材や、年数とともに周囲に溶

け込む素材（自然素材等）を使用するよう努めて

いる。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 黒目川の遊歩道や橋からの眺望に圧迫感を与え

ないよう工夫している。 



 

 

  
具体的な配慮事項： 

 
 

 

エ 

【屋外・屋上設備

等】 

□ 屋外階段、配管、ダクト、室外機、高架水槽そ

の他の建築設備（屋上設備を含む）は、できる限

り外部から見えにくいよう設置場所を工夫すると

ともに、やむを得ず見える位置に配置する場合に

は、植栽やルーバー等の覆いを設け、色彩を工夫

する等、建築物本体との一体性の確保に配慮して

いる。 

具体的な配慮事項： 

 
 

 

オ 

【外構・自動販売

機】 

□ 計画地内に湧水等の水辺がある場合は、これら

の空間の保全及び活用に配慮している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 門、塀、垣及び柵は、周辺の景観との調和に配

慮した形態、意匠、素材及び色彩とするととも

に、黒目川に面する部分では、生垣類やトレリス

（木製の格子状フェンス）等の自然素材を採用し

て積極的な緑化に配慮している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 擁壁は、圧迫感が生じないよう配置や形態の分

節及び分割、表面処理、色彩、緑化等によって周

辺の景観になじませている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 駐車場、駐輪場その他の附属施設の外観を構成

するものは、周辺の景観との調和に配慮した形

態、意匠、素材及び色彩としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ ごみ集積所は、沿道、橋、遊歩道等からできる

限り見えないよう設置場所に配慮するとともに、

遮蔽や周囲の緑化等、適切な修景の工夫を行って

いる。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 自動販売機は、沿道、橋、遊歩道等からの見え

方に配慮して配置するとともに、周辺の景観との

調和に配慮し、落ち着いた意匠や色彩（清涼飲料

自販機協議会により推奨される基調となる色彩

「マンセル表色系（５Ｙ７．５／１．５）」）を 



 

 

 

 

採用し、必要に応じて適切な修景等の工夫を行っ

ている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 敷地内の駐車場等の路面は、一部緑化等によ

り、無機質な印象とならない工夫をするよう努め

ている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 沿道、橋、遊歩道に面する部分では、花や緑に

よってまちなみを彩り、潤いや四季の変化を感じ

させるよう工夫している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

 

カ 

【緑化・植栽等】 

□ 敷地内の道路等の公共空間に面する部分には、

県産植木類等、地域の景観に調和した樹種を植栽

している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 水と緑の景観を広げるよう、敷地内を樹木や草

花、生垣で緑化することに加え、屋上や壁面等、

建物自体の緑化にも積極的に配慮している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 黒目川沿いの樹木との連続性に配慮し、歩行者

が魅力を感じるよう、黒目川や沿道に向けた緑の

配置に努めている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

 

キ 

【照明】 

□ 外観を構成するものに照明を行う場合は、点滅

したり色が変化する照明は控え、周辺の景観と調

和した光色等としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 昆虫の誘因特性の小さい光源を使用する等、生

態系への影響に配慮している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 光の量が多く、動きのある回転灯やサーチライ

ト等はできる限り使用していない。 

具体的な配慮事項： 

 
 



 

 

開発行為 

□ 地域の景観を改変しないよう、安全に配慮した上で長大なのり面や擁

壁が生じない造成としている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ のり面や擁壁は、圧迫感を生じない配置や形態の分節及び分割、表面

処理、色彩、緑化等によってなじませている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 周辺の緑の連続性に配慮し、樹林及び樹木の保全や高木等の植栽に努

めている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 計画地内に湧水等の水辺がある場合は、これらの空間の保全及び活用

に配慮している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 開発区域内の駐車場等の路面は、一部緑化等により、無機質な印象と

ならない工夫をするよう努めている。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 塀、垣及び柵を設置する場合は、周辺の景観との調和に配慮した形

態、意匠、素材及び色彩とするとともに、黒目川に面する部分では、生

垣類やトレリス（木製の格子状フェンス）等の自然素材を採用して積極

的な緑化に配慮している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

物件の堆積 

□ 資材等を堆積する場合は、人の目線より低く整然と堆積し、堆積物の

周辺を植栽等で遮蔽している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 黒目川沿いには、できる限り出入口を設けないこととし、やむを得ず

設ける場合は、門扉等を設置している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

□ 物件の堆積の遮蔽物は、周辺の景観と調和した形態、意匠、素材、及

び色彩とすることとし、景観づくり重点地区「黒目川沿川エリア」の色

彩基準を遵守している。 

具体的な配慮事項： 

 
 

備考 該当する□にレ印を付してください。 

（該当しない項目には、「該当なし」と記入してください。）



 

 

様式第７号（第７条関係） 

 

景観計画区域内における行為の適合通知書 

第     号  

年  月  日  

              様 

 

朝霞市長       印  

 

年  月  日付けで届出のあった下記の行為については、朝霞市景観計画に定め

られた当該行為の制限に適合すると認めたので、朝霞市景観規則第７条の規定により通

知します。 

 

記 

 

行 為 の 場 所 

 

行 為 の 種 類 

 

意 見 欄 

 

備考 当該行為の届出に係る設計又は施行方法に変更が生じた場合は、景観法第１６

条第２項の規定に基づき、変更の届出をする必要があります。 



 

 

様式第８号（第７条関係） 

 

景観計画区域内における行為の不適合通知書 

 

第         号 

年    月    日 

 

              様 

 

朝霞市長            印 

 

 

年  月  日付けで届出のあった下記の行為については、朝霞市景観計画に

定められた当該行為の制限に適合しないと認められるので、朝霞市景観規則第７条の

規定により通知します。 

 

記 

 

行 為 の 場 所 
 

行 為 の 種 類 
 

景観計画区域内に

おける行為の届出

書 受 付 番 号 

第       号 

意   見   欄 

 

教 示 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して３か月以内に、朝霞市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った
日の翌日から起算して６か月以内に、朝霞市を被告として（訴訟において朝霞市を
代表する者は朝霞市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができ
ます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査
請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起す
ることができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その
審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審
査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、
正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その
審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であって
も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ
ります。



 

 

様式第９号（第８条関係） 

 

勧 告 書 

第         号 

年    月    日 

            様 

 

朝霞市長            印 

 

 

年  月  日付けで届出のあった行為が、朝霞市景観計画に定められた当該

行為についての制限に適合しないと認められるので、景観法第１６条第３項の規定に

より、下記のとおり必要な措置をとることを勧告します。 

 

記 

 

行 為 の 場 所 

  

行 為 の 種 類 
  

と る べ き 措 置 

  

適 合 し な い と 

認 め ら れ る 理 由 
 

履 行 期 限 年   月   日 



 

 

様式第１０号（第９条関係） 

 

変更命令書 

                        第         号 

                       年    月    日 

            様 

 

朝霞市長            印 

       

 

あなたが（しようとする・した）行為が朝霞市景観計画に定められた建築

物又は工作物の形態意匠の制限に適合しないと認められるので、景観法第１

７条第１項前段の規定により、下記のとおり必要な措置をとることを命じま

す。 

 

記 

 

行 為 の 場 所  

行 為 の 種 類 
  

命 令 の 内 容  

命 令 の 理 由  

履 行 期 限 年   月   日 

教 示 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日
の翌日から起算して３か月以内に、朝霞市長に対して審査請求をすること
ができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったこと
を知った日の翌日から起算して６か月以内に、朝霞市を被告として（訴訟
において朝霞市を代表する者は朝霞市長となります。）、処分の取消しの
訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、
処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った
日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合に
は、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経
過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起すること
ができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの
処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日
の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処
分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 



 

 

様式第１１号（第１０条関係） 

 

期間延長通知書 

 

第         号 

年    月    日 

 

            様 

 

 

朝霞市長           印 

 

 

 景観法第１７条第４項前段の規定により、下記のとおり変更命令をすることが

できる期間を延長するので、同項後段の規定により通知します。 

 

記 

 

 １ 届出のあった行為 

 

 

 ２ 延長する期間 

       年  月  日から    年  月  日まで（   日間） 

 

 ３ 延長の理由 



 

 

様式第１２号（第１１条関係） 

 

原状回復等命令書 

 

                          第         号 

年    月    日 

 

            様 

 

朝霞市長              印 

 

 あなたが行った行為について、    年  月  日付け  第   号に

より必要な措置をとることを命じましたが、当該命令に違反したと認められるの

で景観法第１７条第５項の規定により、下記のとおり原状回復又はこれに代わる

べき措置をとることを命令します。 

 

記 

 

行 為 の 場 所  

行 為 の 種 類  

命 令 の 内 容  

命 令 の 理 由  

履 行 期 限 年   月   日 

教 示 
１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌
日から起算して３か月以内に、朝霞市長に対して審査請求をすることができま
す。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知
った日の翌日から起算して６か月以内に、朝霞市を被告として（訴訟において
朝霞市を代表する者は朝霞市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの
訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算し
て６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、
その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場
合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくな
ります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求を
した場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１
年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起す
ることが認められる場合があります。 



 

 

様式第１３号（第１２条関係） 

（表面） 

 

第       号  

身 分 証 明 書 

 

 所属                        写  真 

 職 

 氏名 

 

 上記の者は、景観法第１７条第８項に規定により立入検査又は立入

調査を行うことができる者であることを証明する。 

 

     年  月  日交付 

    

朝霞市長       印   

 

９ｃｍ 

 

 （裏面） 

  

景観法（抜粋） 
第１７条 景観行政団体の長は、良好な景観の形成のために必要があると
認めるときは、特定届出対象行為（前条第１項第１号又は第２号の届出
を要する行為のうち、当該景観行政団体の条例で定めるものをいう。第
７項及び次条第１項において同じ。）について、景観計画に定められた
建築物又は工作物の形態意匠の制限に適合しないものをしようとする者
又はした者に対し、当該制限に適合させるため必要な限度において、当
該行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを命ずることが
できる。この場合においては、前条第３項の規定は、適用しない。 

２～５ 略 
６ 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この
条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過
失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないとき
は、景観行政団体の長は、その者の負担において、当該原状回復等を自
ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることが
できる。(以下省略) 

７ 景観行政団体の長は、(中略)景観行政団体の職員に、当該建築物の敷
地若しくは当該工作物の存する土地に立ち入り、特定届出対象行為の実
施状況を検査させ、若しくは特定届出対象行為が景観に及ぼす影響を調
査させることができる。 

８ 第６項の規定により原状回復等を行おうとする者及び前項の規定によ
り立入検査又は立入調査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、
関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならな
い。 

５．５ｃｍ 



 

 

様式第１４号（第１３条関係） 

 

行為の着手制限の期間短縮通知書 

 

第          号 

年    月    日 

 

            様 

 

朝霞市長              印 

 

年  月  日付けで届出のあった行為については、景観法第１８条第２

項及び朝霞市景観規則第１３条第１項の規定により、景観法第１８条第１項

に規定する期間を下記のとおり短縮します。 

 

記 

 

 

１ 行為の場所 

 

 

２ 行為の種類 

 

 

３ 事前協議結果通知書の年月日及び文書番号 

 

      年    月    日   第       号 

 

４ 行為の着手制限の短縮期間 

 

      日間（    年    月    日から着手できます。） 

 

 



 

 

様式第１５号（第１５条関係） 

 

景観計画区域内における行為の完了報告書 

 

                          年   月   日  

 

 朝霞市長 宛て 

 

                         提出者               

住 所               

                     氏 名               

                         電話番号 

                      法人にあっては、主たる事務所の所 

                      在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 

年  月  日付けで届け出た下記の行為が完了したので、朝霞市景観条例第１

８条の規定により関係図書を添えて報告します。 

 

記 

 

行 為 の 場 所  

行 為 の 種 類  

景 観 計 画 区 域 内 に 

おける行為の届出書 

受 付 番 号 

     年  月  日   第      号 

行 為 の 完 了 年 月 日 年   月   日 

 

 



 

 

様式第１６号（第１５条関係） 

 

景観計画区域内における行為の中止報告書 

 

                          年   月   日  

 

 朝霞市長 宛て 

 

                         提出者               

住 所               

                     氏 名               

                         電話番号 

                      法人にあっては、主たる事務所の所 

                      在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 

年  月  日付けで届け出た行為を下記のとおり中止したので、朝霞市景観条

例第１８条の規定により報告します。 

 

記 

 

行 為 の 場 所  

行 為 の 種 類  

景 観 計 画 区 域 内 に 

おける行為の届出書 

受 付 番 号 

     年  月  日   第      号 

行 為 の 中 止 年 月 日 年   月   日 

中 止 の 理 由  

 

 



 

 

様式第１７号（第１６条関係） 

 

景観重要建造物指定提案書 

 

                          年   月   日  

 

 朝霞市長 宛て 

 

                         提案者               

住 所               

                     氏 名               

       

                   電話番号 

                      法人にあっては、主たる事務所の所 

                      在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 

 景観法第２０条第１項又は第２項の規定により、関係図書を添付して、下記のとおり提

案します。 

 

記 

 

名 称  

所 在 地  

（提案者が所有者

と異なる場合） 

所有者の住所及び 

氏 名 

 

建 築 年 月 日 年   月   日 

外 観 の 特 徴   

提 案 の 理 由   

備考 

１ 所有者の住所及び氏名の欄には、所有者が複数いる場合は、全ての所有者の住 

所及び氏名を記載してください。 

２ 外観の特徴の欄には、地域の自然、歴史、文化などからみた景観上の特徴を記 

載してください。 

３ 景観法施行規則第７条に規定する書類を添付してください。 

４ この提案書は、２部提出してください。 

 



 

 

様式第１８号（第１６条関係） 

 

景観重要建造物指定提案結果通知書 

第         号 

年    月    日 

              様 

 

朝霞市長             印 

 

 

年  月  日付けで景観重要建造物の指定の提案があった建造物については、下記

のとおり指定しないこととしましたので、景観法第２０条第３項の規定により通知します。 

 

記 

 

提案された建造物の名称   

指 定 し な い 理 由  

教 示 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、朝霞市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内に、朝霞市を被告として（訴訟において朝霞市を代表する

者は朝霞市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、

上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決

があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査

請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求を

することや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由

があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対す

る裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をするこ

とや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

 



 

 

様式第１９号（第１７条関係） 

 

景観重要建造物指定（指定解除）通知書 

第         号 

年    月    日 

            様 

 

朝霞市長            印 

 

景観重要建造物として下記のとおり（ 指定 ・ 指定解除 ）をしたので、景観

法第２１条第１項（景観法第２７条第３項の規定を準用する場合を含む。）の規定に

より通知します。 

 

記 

 

指 定 番 号 第       号 

指 定 年 月 日 

（指定解除年月日） 
年   月   日 

名 称  

所 在 地  

所 有 者 の 住 所 

及 び 氏 名 

 

 

指定の理由となった 

外 観 の 特 徴 又 は 

指 定 解 除 の 理 由 

 

景観法第１９条第１

項に規定する土地そ

の他の物件の範囲 

 

教 示 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して３か月以内に、朝霞市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った
日の翌日から起算して６か月以内に、朝霞市を被告として（訴訟において朝霞市を
代表する者は朝霞市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができ
ます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査
請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起す
ることができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その
審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審
査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、
正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その
審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であって
も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ

ります。



 

 

様式第２０号（第１７条関係） 

 

景観重要建造物指定標識 

 

 

朝霞市景観重要建造物 

 

 

   指定番号     第       号 

 

 

 

   建造物の名称 

 

 

 

   指定年月日     年   月   日 

 

 

 

   この建造物は、景観法により指定された景観重要建造物です。 

 

２ 

 

  

   

２５ ｃｍ以上  

 

２０ｃｍ 

以上 



 

 

様式第２１号（第１８条関係） 

 

景観重要樹木指定提案書 

 

                          年   月   日  

 

 朝霞市長 宛て 

 

                         提案者               

住 所               

                     氏 名               

                         電話番号 

                      法人にあっては、主たる事務所の所 

                      在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 

 景観法第２９条第１項又は第２項の規定により、関係図書を添付して、下記のとおり提

案します。 

 

記 

 

樹 木 の 樹 種   

所 在 地  

（提案者が所有者

と異なる場合）所

有者の住所及び 

氏 名 

  

樹 容 の 特 徴   

提 案 の 理 由   

備考 

１ 所有者の住所及び氏名の欄には、所有者が複数いる場合は、全ての所有者の住 

所及び氏名を記載してください。 

２ 樹容の特徴の欄には、地域の自然、歴史、文化などからみた景観上の特徴を記 

載してください。 

３ 景観法施行規則第１２条に規定する書類を添付してください。 

４ この提案書は、２部提出してください。 



 

 

様式第２２号（第１８条関係） 

 

景観重要樹木指定提案結果通知書 

 

第         号 

年    月    日 

              様 

 

朝霞市長            印 

 

年  月  日付けで景観重要樹木の指定の提案があった樹木については、下記

のとおり指定しないこととしましたので、景観法第２９条第３項の規定により通知しま

す。 

 

記 

  

提案された樹木の樹種   

指 定 を し な い 理 由   

教 示 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して３か月以内に、朝霞市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った
日の翌日から起算して６か月以内に、朝霞市を被告として（訴訟において朝霞市を
代表する者は朝霞市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができ
ます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査
請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起す
ることができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その
審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審
査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、
正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その
審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であって
も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ
ります。 

 



 

 

様式第２３号（第１９条関係） 

 

景観重要樹木指定（指定解除）通知書 

第       号 

年   月   日 

 

            様 

 

朝霞市長           印 
 

 

景観重要樹木として下記のとおり（ 指定 ・ 指定解除 ）をしたので、景観法
第３０条第１項（景観法第３５条第３項の規定を準用する場合を含む。）の規定によ
り通知します。 

 
記 

 

指 定 番 号 第       号 

指 定 年 月 日 

（指定解除年月日） 
年   月   日 

樹 種  

所 在 地  

所 有 者 の 住 

所 及 び 氏 名 
 

指定の理由となった 

樹 容 の 特 徴 又 は 

指 定 解 除 の 理 由 

 

教 示 
１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して３か月以内に、朝霞市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った
日の翌日から起算して６か月以内に、朝霞市を被告として（訴訟において朝霞市を
代表する者は朝霞市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができ
ます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査
請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起す
ることができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その
審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審
査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、
正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その
審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であって
も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ
ります。 

 



 

 

様式第２４号（第１９条関係） 

 

景観重要樹木指定標識 

 

 

朝霞市景観重要樹木 

 

 

   指 定 番 号     第         号 

 

 

 

   樹 種 

 

 

 

   指定年月日     年    月    日 

 

 

 

   この樹木は、景観法により指定された景観重要樹木です。 

 

 

２５ ｃｍ以上  

２０ｃｍ 

以上 



 

 

様式第２５号（第２０条関係） 

 

景観重要建造物（樹木）現状変更許可申請書 

 

                          年   月   日  

 

 朝霞市長 宛て 

 

                         提出者               

住 所               

                     氏 名               

                         電話番号 

                      法人にあっては、主たる事務所の所 

                      在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 

景観法第２２条第１項本文又は景観法第３１条第１項本文の規定により、景観重要建

造物又は景観重要樹木の現状を下記のとおり変更したいので申請します。 

 

記 

 

指 定 番 号 第       号 

指 定 年 月 日 年   月   日 

建 造 物 の 名 称 

又 は 樹 木 の 樹 種 
  

現 状 変 更 の 種 類   

現 状 変 更 の 場 所   

設計又は施行方法   

着 手 予 定 日 年   月   日 

完 了 予 定 日 年   月   日 

備考 

１ 景観重要建造物の現状変更においては景観法施行規則第９条第２項各号、景観重

要樹木の現状変更においては景観法施行規則第１４条第２項各号に掲げる図書を添

付してください。 

２ この申請書は、２部提出してください。 

 

 



 

 

様式第２６号（第２０条関係） 

 

景観重要建造物（樹木）現状変更許可通知書 

 

第         号 

年    月    日 

 

             様 

 

朝霞市長              印 

 

年  月  日付けで申請のあった景観重要建造物又は景観重要樹木の現状変

更について、下記の条件を付して景観法第２２条第１項本文又は景観法第３１条第１

項本文の規定により許可したので通知します。 

 

記 

 

指 定 番 号 第       号 

指 定 年 月 日 年   月   日 

建造物の名称 

又は樹木の樹種 
  

所 在 地  

許 可 の 条 件   

教 示 
１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して３か月以内に、朝霞市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った
日の翌日から起算して６か月以内に、朝霞市を被告として（訴訟において朝霞市を
代表する者は朝霞市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができ
ます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査
請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起す
ることができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その
審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審
査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、
正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その
審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であって
も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ

ります。

 



 

 

様式第２７号（第２０条関係） 

 

景観重要建造物（樹木）現状変更不許可通知書 

 

第         号 

年    月    日 

              様 

 

朝霞市長              印 

 

 

年  月  日付けで申請のあった景観重要建造物又は景観重要樹木の現状変

更について、下記の理由により許可をしないので通知します。 

 

記 

 

指 定 番 号 第       号 

指 定 年 月 日 年   月   日 

建造物の名称 

又は樹木の樹種 
  

所 在 地  

不許可の理由   

教 示 
１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して３か月以内に、朝霞市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った
日の翌日から起算して６か月以内に、朝霞市を被告として（訴訟において朝霞市を
代表する者は朝霞市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができ
ます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査
請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起す
ることができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その
審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審
査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、
正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その
審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であって
も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ
ります。 

 



 

 

様式第２８号（第２０条関係） 

 

景観重要建造物（樹木）現状変更協議書 

 

                          年   月   日  

 

 朝霞市長 宛て 

 

                         提出者               

住 所               

                     氏 名               

                         電話番号 

                      法人にあっては、主たる事務所の所 

                      在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 

景観法第２２条第４項（景観法第３１条第２項の規定により準用する場合を含む。）の

規定に基づき景観重要建造物（樹木）について下記のとおり現状変更を行いたいので協議

を申し出ます。 

 

記 

 

指 定 番 号 第       号 

指 定 年 月 日 年   月   日 

建造物の名称 

又は樹木の樹種 
  

所 在 地  

行 為 の 種 類   

現状変更の場所   

設計又は施行方法   

着 手 予 定 日 年   月   日 

完 了 予 定 日 年   月   日 

備考 

１ 景観重要建造物の現状変更については景観法施行規則第９条第２項各号、景観重

要樹木の現状変更については景観法施行規則第１４条第２項各号に掲げる図書を添

付してください。 

２ この協議書は、２部提出してください。 



 

 

様式第２９号（第２１条関係） 

 

景観重要建造物（樹木）原状回復等命令書 

 

第         号 

年    月    日 

 

              様 

 

朝霞市長              印 

 

 

 あなたが行った行為は、景観法第２２条第１項又は第３項の規定により許可に付さ

れた条件に違反しているので、景観法第２３条第１項の規定により、下記のとおり原

状回復又はこれに代わる措置をとることを命令します。 

 

記 

 

指 定 番 号 第       号 

指 定 年 月 日 年   月   日 

建造物の名称 

又は樹木の樹種 
 

命 令 の 理 由  

とるべき措置  

履 行 期 限 年   月   日 

教 示 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して３か月以内に、朝霞市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った
日の翌日から起算して６か月以内に、朝霞市を被告として（訴訟において朝霞市を
代表する者は朝霞市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができ
ます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査
請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起す
ることができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その
審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審
査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、
正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その
審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であって
も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ
ります。



 

 

様式第３０号（第２１条関係） 

 

景観重要建造物（樹木）の管理に関する命令書 

 

第         号 

年    月    日 

 

              様 

 

朝霞市長              印 

 

 

 あなたが所有し、又は管理する景観重要建造物又は景観重要樹木について、景観法

第２６条又は景観法第３４条の規定により、下記の措置をとることを命令します。 

 

記 

 

指 定 番 号 第       号 

指 定 年 月 日 年   月   日 

建造物の名称 

又は樹木の樹種 
 

命 令 の 理 由  

とるべき措置  

履 行 期 限 年   月   日 

教 示 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して３か月以内に、朝霞市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った
日の翌日から起算して６か月以内に、朝霞市を被告として（訴訟において朝霞市を
代表する者は朝霞市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができ
ます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査
請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起す
ることができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その
審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審
査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、
正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その
審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であって
も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ
ります。



 

 

様式第３１号（第２１条関係） 

 

景観重要建造物（樹木）の管理に関する勧告書 

 

第         号 

年    月    日 

 

            様 

 

朝霞市長           印 

 

 

 あなたが所有し、又は管理する景観重要建造物又は景観重要樹木について、景観法

第２６条又は景観法第３４条の規定により、下記の措置をとることを勧告します。 

 

記 

 

指 定 番 号 第       号 

指 定 年 月 日 年   月   日 

建造物の名称 

又は樹木の樹種 
 

勧 告 の 理 由  

とるべき措置  

履 行 期 限 年   月   日 

 



 

 

様式第３２号（第２２条関係） 

 

景観重要建造物（樹木）所有者変更届出書 

 

                          年   月   日  

 

 朝霞市長 宛て 

 

                         提出者               

住 所               

                     氏 名               

                         電話番号 

                      法人にあっては、主たる事務所の所 

                      在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 

 景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が下記のとおり変わりましたので、景観法

第４３条の規定により届け出ます。 

 

記 

 

指 定 番 号 第       号 

指 定 年 月 日 年   月   日 

建造物の名称又は 

樹 木 の 樹 種 
 

所 在 地  

所

有

者 

変

更

前 

住所  

氏名  

変

更

後 

住所  

氏名  

変 更 の 理 由  

変 更 年 月 日 年  月  月 

 

 



 

 

（表） 

様式第３３号（第２３条関係） 

 

景観重要建造物（樹木）台帳 

 

景 観 重 要 建 造 物・ 

景  観  重  要  樹  木 

建造物の名称・樹 種 名  

指 定 番 号 第       号 

所 有 者 
住  所   

氏  名   電 話  

管 理 者  

指定年月日 年   月   日 

所 在 地  

建 築 年 月 日 ・ 樹 齢    年  月  日 ・ 約    年 

外観・樹容の特徴 

 

写真 

 



 

 

（裏） 

 

 

 

 

所在地の地図 



 

 

様式第３３号の２（第２３条の２関係） 

 

景観協定認可申請書 

 

                          年   月   日  

 

 朝霞市長 宛て 

 

                         提出者               

住 所               

                     氏 名               

                         電話番号 

                      法人にあっては、主たる事務所の所 

                      在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 

 

 景観法         の規定により、景観協定の認可を受けたいので、関係図書を 

 

添えて次のとおり申請します。 

 

景 観 協 定 の 名 称  

景観協定の目的となる 

土 地 の 区 域 
 

景観協定の目的となる 

土 地 の 総 地 積 

 

景 観 協 定 の 内 容  

景観協定の有効期間    年  月  日 から  年  月  日 まで 

 備考 景観法第８１条第１項に規定する土地所有者等が複数いる場合において、申請者

がその一部の者であるときは、申請者以外の土地所有者等の全員の委任状を添付する

こと。 

 

第８１条第４項 

第９０条第１項 



 

 

様式第３３号の３（第２３条の２―第２３条の４関係） 

 

景観協定に関する調書 

 

年   月   日作成 

 

協定の目的となる土地の所在する

当 該 地 の 地 名 及 び 地 番 
地 積 

土地の所有者の

氏 名 

借地権を有する者の

氏 名 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 備考 協定の目的となる土地の所在する当該地の地名及び地番の欄は、申請時の内容

を記載すること。



 

 

様式第３３号の４（第２３条の２関係） 

 

景観協定認可（不認可）通知書 

第         号 

年   月   日 

 

様 

 

朝霞市長          印 

 

    年  月  日付けで申請のあった景観協定については、景観法 

 

           の規定により、次のとおり       としましたので 

 

通知します。 

 

景 観 協 定 の 名 称  

景観協定の目的となる土

地 の 区 域 
 

認 可 番 号 第     号 

認 可 年 月 日 年  月  日 

理 由 

（ 不 認 可 の 場 合 ） 
 

教 示 
１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して３か月以内に、朝霞市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った
日の翌日から起算して６か月以内に、朝霞市を被告として（訴訟において朝霞市を
代表する者は朝霞市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができ
ます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査
請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起す
ることができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その
審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審
査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、
正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その
審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であって
も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ
ります。 

認 可 

不認可 

第８１条第４項 

第９０条第１項 



 

 

様式第３３号の５（第２３条の３関係） 

 

景観協定変更認可申請書 

 

                          年   月   日  

 

 朝霞市長 宛て 

 

                         提出者               

住 所               

                     氏 名               

                         電話番号 

                      法人にあっては、主たる事務所の所 

                      在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 

 景観協定の変更の認可を受けたいので、景観法第８４条第１項の規定により、関係図書

を添えて、次のとおり申請します。 

 

景 観 協 定 の 名 称  

景観協定の目的となる 

土 地 の 区 域 
 

認 可 番 号 第     号 

認 可 年 月 日 年  月  日 

変 更 事 項 

変 更 前 変 更 後 

  

備考 景観法第８１条第１項に規定する土地所有者等が複数いる場合において、申請者

がその一部の者であるときは、申請者以外の土地所有者等の全員の委任状を添付する

こと。 



 

 

様式第３３号の６（第２３条の３関係） 

 

景観協定変更認可（不認可）通知書 

第         号 

年   月   日 

 

様 

 

 

朝霞市長          印 

 

    年  月  日付けで申請のあった景観協定の変更について、景観法第８４条

第２項において準用する同法第８３条第１項の規定により次のとおり（ 認可 ・  

不認可 ）としましたので通知します。 
 

景 観 協 定 の 名 称  

景観協定の目的となる 

土 地 の 区 域 
 

認 可 番 号 第     号 

認 可 年 月 日 年  月  日 

理 由 

（ 不 認 可 の 場 合 ） 
 

教 示 
１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して３か月以内に、朝霞市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った
日の翌日から起算して６か月以内に、朝霞市を被告として（訴訟において朝霞市を
代表する者は朝霞市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができ
ます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査
請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起す
ることができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その
審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審
査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、
正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その
審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であって
も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ
ります。



 

 

様式第３３号の７（第２３条の４関係） 

 

景観協定廃止認可申請書 

 

                          年   月   日  

 

 朝霞市長 宛て 

 

                         提出者               

住 所               

                     氏 名               

                         電話番号 

                      法人にあっては、主たる事務所の所 

                      在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 

 景観協定の廃止の認可を受けたいので、景観法第８８条第１項の規定により、関係図書

を添えて、次のとおり申請します。 

 

景 観 協 定 の 名 称  

景観協定の目的となる 

土 地 の 区 域 
  

認 可 番 号 第     号 

認 可 年 月 日 年  月  日 

景観協定の目的となる 

土地の所有者等の人数 
              人 

上 記 人 数 の う ち 

協 定 廃 止 合 意 者 数 
              人 

廃 止 の 理 由  

 備考 景観法第８１条第１項に規定する土地所有者等が複数いる場合において、申請者

がその一部の者であるときは、申請者以外の土地所有者等のうち、当該申請に同意し

た全ての者の委任状を添付すること。 



 

 

様式第３３号の８（第２３条の４関係） 

 

景観協定廃止認可（不認可）通知書 

第         号 

年   月   日 

 

様 

 

朝霞市長          印 

 

 

   年  月  日付けで申請のあった景観協定の廃止について、景観法第８８条第

１項の規定により次のとおり（ 認可 ・ 不認可 ）としましたので通知します。 

 

景 観 協 定 の 名 称  

景観協定の目的となる 

土 地 の 区 域 
 

認 可 番 号 第     号 

認 可 年 月 日 年  月  日 

理 由 

（ 不 認 可 の 場 合 ） 
 

教 示 
１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して３か月以内に、朝霞市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った
日の翌日から起算して６か月以内に、朝霞市を被告として（訴訟において朝霞市を
代表する者は朝霞市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができ
ます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査
請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起す
ることができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その
審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審
査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、
正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その
審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であって
も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ
ります。



 

 

様式第３３号の９（第２３条の５関係） 

 

景観協定発効届出書 

 

                          年   月   日  

 

 朝霞市長 宛て 

 

                         提出者               

住 所               

                     氏 名               

                         電話番号 

                      法人にあっては、主たる事務所の所 

                      在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 

 景観法第９０条第４項の規定により、景観協定が効力を有することとなりましたので、

関係図書を添えて、次のとおり届け出ます。 

 

景 観 協 定 の 名 称  

景観協定の目的となる 

土 地 の 区 域 
 

認 可 番 号 第     号 

認 可 年 月 日 年  月  日 

効 力 を 有 す る こ と 

と な っ た 年 月 日 
年  月  日 

景観協定の有効期間              年間 

 



 

 

様式第３４号（第２４条関係） 

 

景観づくり団体認定（変更）申請書 

 

                          年   月   日  

 

 朝霞市長 宛て 

 

                         事務所の所在地            

団体名                

                     代表者名               

                         電話番号 

 

 

 朝霞市景観条例第２６条第２項の規定により、景観づくり団体の認定について（申請内

容の変更について）下記のとおり申請します。 

 

記 

 

事 務 所 の 所 在 地  

団 体 構 成 員 の 数                    人 

活 動 の 目 的 

（認定申請の場合） 
 

活 動 の 内 容 

（認定申請の場合） 
 

認 定 番 号 

（変更申請の場合） 
第       号 

変 更 事 項 

及 び 変 更 理 由 

（変更申請の場合） 

 

 



 

 

様式第３５号（第２４条関係） 

 

景観づくり団体認定（不認定）通知書 

 

第         号 

年    月    日 

 

            様 

 

朝霞市長            印 

 

年  月  日付けで申請のあった団体について、下記のとおり（ 認 

定・ 不認定 ）としましたので通知します。 

 

記 

 

団 体 の 名 称   

認 定 番 号 第       号 

認 定 年 月 日 

（変更認定年月日） 
年   月   日 

理 由 

（不認定の場合） 
  

教 示 
１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して３か月以内に、朝霞市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った
日の翌日から起算して６か月以内に、朝霞市を被告として（訴訟において朝霞市を
代表する者は朝霞市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができ
ます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査
請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起す
ることができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その
審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審
査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、
正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その
審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であって
も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ
ります。 



 

 

様式第３６号（第２４条関係） 

 

景観づくり団体廃止届出書 

 

                          年   月   日  

 

 朝霞市長 宛て 

 

                         事務所の所在地            

団体名                

                     代表者名               

                         電話番号 

 

 

 朝霞市景観条例第２６条第３項の規定により、景観づくり団体について、下記のとおり

廃止したので届け出ます。 

 

記 

 

景観づくり団体

の 名 称 
 

認 定 番 号 第       号 

認 定 年 月 日 年   月   日 

廃 止 の 理 由  

 



 

 

様式第３７号（第２４条関係） 

 

景観づくり団体認定取消申出書 

 

                          年   月   日  

 

 朝霞市長 宛て 

 

                         事務所の所在地            

団体名                

                     代表者名               

                         電話番号 

 

 

 朝霞市景観条例第２６条第４項の規定により、景観づくり団体について、下記のとおり

認定の取消しを申し出ます。 

 

記 

 

景観づくり団体 

の 名 称 
  

認 定 番 号 第       号 

認 定 年 月 日 年   月   日 

取消しを受けよう 

と す る 理 由 
 

 



 

 

様式第３８号（第２４条関係） 

 

景観づくり団体認定取消通知書 

 

第         号 

年    月    日 

 

              様 

 

朝霞市長           印 

 

景観づくり団体の認定を下記のとおり取り消したので、朝霞市景観規則第２４条第

７項の規定により通知します。 

 

記 

 

景 観 づ く り 

団 体 の 名 称 
  

認 定 番 号 第       号 

認 定 年 月 日 年   月   日 

取 消 年 月 日 年   月   日 

取 消 理 由   

教 示 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して３か月以内に、朝霞市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った
日の翌日から起算して６か月以内に、朝霞市を被告として（訴訟において朝霞市を
代表する者は朝霞市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができ
ます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査
請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起す
ることができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その
審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審
査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、
正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その
審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であって
も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ
ります。



 

 

様式第３９号（第２５条関係） 

 

景観づくり協定認定（変更）申請書 

 

                          年   月   日  

 

 朝霞市長 宛て 

 

                         提出者               

住 所               

                     氏 名               

                         電話番号 

                      法人にあっては、主たる事務所の所 

                      在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 

 朝霞市景観条例第２７条第２項の規定により、下記の景観づくり協定の認定について

申請します。 

記 
 

協 定 の 名 称  

協 定 の 目 的  

取 組 内 容  

土地所有者等の人数                    人 

協 定 の 区 域  

協 定 の 有 効 期 間    年  月  日 ～  年  月  日 

認 定 番 号 

（変更申請の場合） 
第       号 

変 更 事 項 

及 び 変 更 の 理 由 

（変更申請の場合） 

 

 

 

備考 土地所有者等の人数は、協定の区域内の土地所有者及び借地権を有する者の総

計を記入してください。



 

 

様式第４０号（第２５条関係） 

 

景観づくり協定認定（不認定）通知書 

 

第         号    

年    月    日    

             様 

 

朝霞市長            印 

 

 

年  月  日付けで申請のあった協定について、下記のとおり（認 定・ 

不認定）としましたので通知します。 

                 

記 

 

協 定 の 名 称   

認 定 番 号 第       号 

認 定 年 月 日 

（変更認定年月日） 
年   月   日 

理      由 

（不認定の場合） 
  

教 示 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から
起算して３か月以内に、朝霞市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日
の翌日から起算して６か月以内に、朝霞市を被告として（訴訟において朝霞市を代表
する者は朝霞市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。
なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対
する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することがで
きます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審
査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請
求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当
な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請
求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請
求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。



 

 

様式第４１号（第２５条関係） 

 

景観づくり協定更新申請書 

 

                          年   月   日  

 

 朝霞市長 宛て 

 

                         提出者               

住 所               

                     氏 名               

                         電話番号 

                      法人にあっては、主たる事務所の所 

                      在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 

朝霞市景観条例第２７条第３項の規定により、景観づくり協定について、下記のとおり

更新したいので申請します。 

 

記 

 

景 観 づ く り 

協 定 の 名 称 
 

認 定 年 月 日  

景観づくり協定 

の 有 効 期 間 
年  月  日 ～ 年  月  日 

更新後の景観 

づくり協定の 

有 効 期 間 

年  月  日 ～ 年  月  日 

 

 

 

 



 

 

様式第４２号（第２５条関係） 

 

景観づくり協定廃止届出書 

                  

                          年   月   日  

 

 朝霞市長 宛て 

 

                         提出者               

住 所               

                     氏 名               

                         電話番号 

                      法人にあっては、主たる事務所の所 

                      在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 

朝霞市景観条例第２７条第４項の規定により、景観づくり協定について下記のとおり

廃止したので届け出ます。 

 

記 

 

景 観 づ く り 

協 定 の 名 称 
 

認 定 番 号 第       号 

認 定 年 月 日 年   月   日 

廃 止 の 理 由  

 



 

 

様式第４３号（第２５条関係） 

 

景観づくり協定認定取消申出書 

 

                          年   月   日  

 

 朝霞市長 宛て 

 

                         提出者               

住 所               

                     氏 名               

                         電話番号 

                      法人にあっては、主たる事務所の所 

                      在地及び名称並びに代表者の氏名 

 

 

朝霞市景観条例第２７条第５項の規定により、景観づくり協定について下記のとおり

認定の取消しを申し出ます。 

 

記 

 

景 観 づ く り 

協 定 の 名 称 
 

認 定 番 号 第       号 

認 定 年 月 日 年   月   日 

取 消 し を 

申し出る理由 
 

 



 

 

様式第４４号（第２５条関係） 

 

景観づくり協定認定取消通知書 

第         号 

年    月    日 

            様 

 

朝霞市長            印 

 

 

景観づくり協定の認定を下記のとおり取り消したので、朝霞市景観規則第２５条第

８項の規定により下記のとおり通知します。 

 

記 

 

景観づくり協 

定 の 名 称 
 

認 定 番 号 第       号 

認 定 年 月 日 年   月   日 

取 消 年 月 日 年   月   日 

取 消 理 由  

教 示 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して３か月以内に、朝霞市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して６か月以内に、朝霞市を被告として（訴訟において朝霞市を

代表する者は朝霞市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができ

ます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査

請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起す

ることができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その

審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審

査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、

正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その

審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であって

も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ

ります。



 

 

様式第４５号（第２６条関係） 

 

あさか景観資源選定通知書 

 

第         号 

年    月    日 

            様 

 

朝霞市長             印 

 

 

 朝霞市景観条例第２９条第１項に規定するあさか景観資源を下記のとおり選定しま

したので同条第３項の規定により通知します。 

 

記 

 

選 定 番 号 第       号 

選 定 年 月 日 年   月   日 

景 観 資 源 の 名 称  

所 在 地  

種 別 眺望できる場所 ・ 主たる眺望の対象 

（１）眺望できる場所の名称  

（
２

）

主

た

る

眺

望

の

対

象 

建

築

物 
用 途   建 築 時 期 年 

景 観 上 の 特 徴   

建
築
物
以
外
の
も
の 

種 類   

規 模 等 の 概 要 

 

及び景観上の特徴 

  

 



 

 

様式第４６号（第２６条関係）  

 

あさか景観資源選定解除通知書  

 

 

第         号  

年     月     日  

            様  

 

朝霞市長           印  

 

 あさか景観資源の選定を下記のとおり解除しましたので、朝霞市景観条例第

２９条第３項の規定により通知します。  

 

記  

 

教 示  
１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の
翌日から起算して３か月以内に、朝霞市長に対して審査請求をすることがで
きます。  

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを
知った日の翌日から起算して６か月以内に、朝霞市を被告として（訴訟にお
いて朝霞市を代表する者は朝霞市長となります。）、処分の取消しの訴えを
提起することができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の
取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日
から起算して６か月以内に提起することができます。  

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、
その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した
場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができな
くなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査
請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起
算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴
えを提起することが認められる場合があります。  

選 定 年 月 日   

選 定 番 号 第       号  

名 称   

所 在 地  

選定の解除年月日  年   月   日  

解 除 の 理 由   


